
参考資料４ 調達管理業務における調達方法（契約等）について 
 

  処理場施設等 雨水ポンプ場 水源施設 工水施設 
水道 通常：菊本水源池より給水 

緊急時：上下水道局（市） 
上下水道局（市） 上 下 水 道 局

（市） 
上 下 水 道 局
（市） 

ガス 事業者       
燃料 事業者 事業者      
電力 四国電力（市） 四国電力（市） 四国電力（市） 四国電力（市） 
通信 電話回線 

‣処理場電話：西日本電信電話株式会社（市） 
 
専用回線通信料： 
‣本庁内線：西日本電信電話株式会社（市） 
‣菊本水源池：西日本電信電話株式会社（市） 
 
汚水マンホールポンプ場遠方監視装置通信 
‣新明和（SV28〜）通信料・利用料：新明和工業株式会社 
‣新明和（〜SV27）通信料：西日本電信電話株式会社（市） 

遠方監視装置通信： 
‣日本ソフト 通信料・利用料：日本ソフト株式会社（市） 
‣新明和（SV28〜）通信料・利用料：新明和工業株式会社 
‣新明和（〜SV27）通信料：西日本電信電話株式会社（市） 
           ：ソフトバンク株式会社（市） 
 
専用回線通信料： 
 ‣西日本電信電話株式会社（市） 

    

薬品 事業者   事業者   
消 耗
品等 

事業者 事業者 事業者 事業者 

※（市）と記載されている調達品目については市で契約を行い、事業者が契約先への支払いを行う。 
※遠方監視装置通信における「新明和（SV28〜）通信料・利用料」は新明和工業株式会社と事業者が契約し、支払いを行う。 


